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第
二
十
六 

  
 

文
明
開
化 

   
 
 
 
 

一 
  

日
本
近
代
統
計
学
の
祖
・
杉
亨
二
の
経
歴
と
計
算
機
開
発
の
経
過

を
整
理
す
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る（
＊
は
海
外
の
事
件
・
出
来
事
、

◎
は
計
算
機
に
関
わ
る
こ
と
、
★
は
文
明
開
化
の
象
徴
）。 

 

文
政
十
一
年 

肥
前
・
長
崎
本
籠
町
で
誕
生 

文
政
十
三
年 

 

＊
仏
：
七
月
革
命 

天
保
四
年 

 
 

◎
バ
ベ
ー
ジ
「
解
析
機
関
」 

天
保
七
年 

 

上
野
舶
来
店
に
奉
公 

天
保
八
年 

 
 

＊
英
：
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
即
位 

 
 
 
 
 
 
 

＊
米
：
恐
慌
（
〜
一
八
四
三
） 

天
保
十
一
年 
 

＊
中
：
ア
ヘ
ン
戦
争
（
〜
一
八
四
二
） 

弘
化
元
年 
 

田
村
哲
斎
の
書
生
と
な
る 

 
 
 
 
 
 
 

◎
エ
イ
ダ
の
注
釈
書 

弘
化
二
年 

 
 

＊
米
：
フ
ロ
リ
ダ
州
と
テ
キ
サ
ス
州
が
加
わ
る 

 
 
 
 
 
 
 

＊
欧
：
全
域
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉 

弘
化
五
年 

大
阪
の
適
々
斎
塾
に
入
塾 

 
 
 
 
 
 
 

＊
米
：
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
始
ま
る 

 
 
 
 
 
 
 

＊
仏
：
二
月
革
命 

 
 
 
 
 
 
 

＊
欧
：
全
域
に
一
八
四
八
年
革
命
の
波 

 
 
 
 
 
 
 

＊
伊
：
統
一
運
動 
 
 
 
 
 
 
 

＊
第
一
次
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ
ン
戦
争 

嘉
永
二
年 

 

米
国
軍
艦
が
長
崎
来
航 

 
 
 
 
 
 
 

＊
印
：
第
二
次
シ
ク
戦
争
（
英
印
戦
争
） 

 
 
 
 
 
 
 

英
国
軍
艦
が
江
戸
湾
測
量 

嘉
永
四
年 

 

村
上
英
俊
と
対
訳
辞
書
「
ハ
ル
マ
」
を
翻
訳 

嘉
永
五
年 

 

杉
田
成
卿
門
下
に
入
る 

 
 
 
 
 
 
 

＊
仏
：
ナ
ポ
レ
オ
ン
３
世
が
皇
帝
に
即
位 

 
 
 
 
 
 

築
地
奥
平
家
で
蘭
学
教
授 

嘉
永
六
年 

 
 

ペ
リ
ー
来
航
（
下
田
） 

 
 
 
 
 
 
 

＊
中
：
太
平
天
国
の
乱 

 
 
 
 
 
 
 

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
来
航 

 
 
 
 
 
 
 

＊
土
：
ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
〜
一
八
五
六
） 

 
 
 
 
 
 

勝
麟
太
郎
「
氷
解
塾
」
の
塾
頭 

嘉
永
七
年 

 
 

ペ
リ
ー
来
航
（
浦
賀
） 

 
 
 
 
 
 
 

日
米
和
親
条
約 

 
 
 
 
 
 
 

日
章
旗
が
日
本
国
惣
船
印
に 
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安
政
東
海
地
震 

安
政
二
年 

 

老
中
阿
部
正
弘
の
ブ
レ
ー
ン
（
侍
講
） 

 
 
 
 
 
 
 

＊
土
：
セ
パ
ス
ト
ポ
ー
ル
包
囲
戦 

 
 
 
 
 
 
 

安
政
江
戸
地
震 

安
政
三
年 

 
 

九
段
坂
に
蕃
書
調
所
を
開
設 

安
政
四
年 

 
 

＊
印
：
ポ
セ
イ
の
乱 

 
 
 
 
 
 
 

＊
米
：
蒸
気
船
Ｓ
Ｓ
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ア
メ
リ
カ 

号
が
沈
没
（
積
載
の
大
量
の
金
を
喪
失
）
／
経 

済
恐
慌
起
こ
る 

安
政
三
年 

 

石
川
和
介
の
仲
介
で
中
林
き
ん
と
婚
姻 

安
政
七
年 

 
 

遣
米
使
節
団
（
勝
麟
太
郎
） 

 
 
 
 
 
 

蕃
書
調
所
教
授
手
伝
い 

文
久
元
年 

 
 

＊
米
合
衆
国 

南
北
戦
争
（
〜
一
八
六
五
） 

文
久
二
年 

 
 

桜
田
門
外
の
変 

 
 
 
 
 
 
 

＊
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国 

宰
相
に
ビ
ス
マ
ル
ク
就 

 
 
 
 
 
 
 
 

任 
 
 
 
 
 
 
 

柴
田
剛
中
ら
渡
欧 

 
 
 
 
 
 
 

＊
米
：
経
済
荒
恐
が
収
束 

元
治
元
年 
 

蕃
書
調
所
教
授 

 
 
 
 
 
 
 

＊
第
二
次
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ
ン
戦
争 

慶
応
元
年 

 
 
 

柴
田
剛
中
ら
渡
欧 

 
 
 
 
 
 

開
成
所
教
授 

 
 
 
 
 
 

「
亨
二
」
と
改
名 

慶
応
三
年 

 
 

遣
米
使
節
団
（
小
野
友
五
郎
） 

 
 
 
 
 
 
 

＊
独
：
北
ド
イ
ツ
連
邦
が
成
立 

 
 
 
 
 
 
 

大
政
奉
還
／
倒
幕
勅
許 

慶
応
四
年 

 
 

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い 

 
 
 
 
 
 
 

江
戸
城
開
城 

 
 
 
 
 
 
 

＊
西
：
女
王
イ
ザ
ベ
ル
２
世
が
仏
亡
命 

一
八
六
八
年 

駿
府
徳
川
家
教
授
方 

 
 
 
 
 

★
東
京
府 

一
八
六
九
年 

 

五
稜
郭
陥
落 

 
 
 
 
 
 

駿
河
国
人
別
調 

 
 
 
 
 
 
 

★
版
籍
奉
還 

  

教
科
書
的
に
は
慶
応
三
年
の
大
政
奉
還
、
王
政
復
古
の
大
号
令
で

区
切
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
稿
は
杉
亨
二
を
軸
に
置
い

て
い
る
の
で
一
八
六
九
年
（
明
治
二
）、
四
十
二
歳
の
杉
が
駿
府
で

「
駿
河
国
人
別
調
」
を
作
成
し
た
と
こ
ろ
ま
で
と
す
る
。 

 

こ
の
時
点
で
は
、
杉
は
依
然
と
し
て
徳
川
慶
喜
に
仕
え
て
い
る
。

主
の
慶
喜
は
征
夷
大
将
軍
を
返
上
し
て
い
る
が
、代
わ
り
の
将
軍
は

任
命
さ
れ
て
い
な
い
。時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
政
事
総
裁
に
任
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
家
督
を
受
け
た
家
達
が
十
六
代
な
い
し

新
総
裁
に
任
じ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。つ
ま
り
世
間
一
般
の
認
識

な
い
し
、
杉
の
意
識
に
お
い
て
幕
府
は
ま
だ
続
い
て
い
た
こ
と
に
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な
る
。 

 
こ
れ
は
他
の
諸
藩
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
藩
は
藩
の
ま
ま
、
藩

主
は
藩
主
の
ま
ま
、
藩
士
は
藩
士
の
ま
ま
、
幕
府
時
代
と
変
わ
り
な

か
っ
た
。
版
籍
奉
還
で
土
地
（
版
）
と
民
（
籍
）
を
朝
廷
に
戻
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
形
式
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
維
新
政
府
の
財
源
は
、徳
川
慶
喜
か
ら
返
上
さ
れ
た
将
軍
家
直

轄
領
と
旗
本
領
の
八
百
万
石
に
限
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。全
国
二
百

万
の
武
士
を
〝
国
家
公
務
員
〞
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
は
ず

が
な
い
。 

 

そ
の
意
味
で
慶
喜
周
辺
な
い
し
当
時
の
幕
閣
が
、 

 

―
―
将
軍
職
を
返
上
し
て
も
、実
際
の
政
事
は
我
ら
が
執
る
こ
と

に
な
る
。 

 

と
考
え
た
の
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

 

大
政
奉
還
を
切
り
出
さ
れ
た
倒
幕
派
は
大
い
に
面
食
ら
っ
た
。政

事
の
経
験
者
は
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。四
候
会
議
の
松
平
春
嶽
、

山
内
容
堂
、
伊
達
宗
城
、
島
津
久
光
の
い
ず
れ
か
に
暫
定
首
班
の
指

名
が
下
り
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。
島
津
久
光
が
井
上
多
聞
に

「
余
は
い
つ
将
軍
に
な
れ
る
か
」
と
下
問
し
た
と
い
う
の
は
、
い

か
に
も
の
逸
話
で
は
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
慶
応
四
年
か
ら
明
治
二
年
に
か
け
て
、本
邦
は〝
激
動
〞

だ
っ
た
。
た
だ
、
も
っ
と
激
動
だ
っ
た
の
は
西
洋
、
つ
ま
り
欧
州

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
四
八
年
の
二
月
革
命
で
ル
イ
・
フ
ィ

リ
ッ
プ
国
王
が
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
て
共
和
制
に
移
行
、
こ
れ
に

よ
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
ウ
ィ
ー
ン
体
制
が
崩
壊
し
た
。 

 

フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
余
波
は
、
イ
タ
リ
ア
に
大
混
乱
を
も
た

ら
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
ド
イ
ツ
の

体
制
を
揺
る
が
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
イ
ス
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
も
市
民
革
命
の
波
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。 

 

大
英
帝
国
は
欧
州
大
陸
と
海
を
隔
て
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、一

八
四
八
年
革
命
の
波
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
女
王
の
下
で
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
が
、
中
国
・
清
帝
国
と
の
戦

争
や
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
へ
の
対
応
に
忙
し
か
っ
た
。 

 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
一
八
四
八
年
に
メ
キ
シ
コ
と
戦
っ
て
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
を
獲
得
し
、
空
前
絶
後
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
あ

と
、
経
済
が
極
度
に
混
乱
し
た
。
そ
の
経
済
的
混
乱
が
南
北
の
分
断

を
激
化
さ
せ
、
一
八
六
一
年
の
四
月
十
二
日
、
つ
い
に
戦
端
が
開
か

れ
た
。 

 

な
る
ほ
ど
日
本
で
は
幕
末
維
新
の
風
雲
で
数
千
人
の
男
女
が
亡

く
な
っ
た
。
し
か
し
欧
米
に
比
べ
れ
ば
穏
や
か
な
も
の
だ
っ
た
。

彼
岸
は
市
民
革
命
と
経
済
恐
慌
で
揺
れ
動
き
、
計
算
機
の
開
発
は
停

滞
し
た
。
対
し
て
此
岸
は
「
近
代
」
に
向
か
う
準
備
を
整
え
た
。
杉

亨
二
の
前
半
生
は
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
た
。 
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二 
  

杉
亨
二
の
後
半
生
と
計
算
器
開
発
の
経
緯
を
続
け
る
。
杉
の
後
半

生
は
明
治
三
年
七
月
十
一
日
、
太
陽
暦
一
八
七
〇
年
八
月
九
日
）、

明
治
維
新
政
府
の
民
部
省
に
出
仕
し
た
と
き
に
始
ま
る
。 

 

一
八
七
〇
年 

民
部
省
に
出
仕 

 
 
 

★
電
信 

★
人
力
車 

 
 
 
 
 
 
 

＊
晋
仏
戦
争
（
一
八
七
〇
〜
一
八
七
一
） 

一
八
七
一
年 

太
政
官
政
表
課
大
主
記 

 
 
 
 
 
 
 

新
貨
幣
を
発
行 

 
 

★
戸
籍
法 

★
断
髪
令 

 
 
 
 
 
 
 

郵
便
制
度
が
始
ま
る 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

＊
独
：
ド
イ
ツ
帝
国
樹
立 

一
八
七
二
年 

辛
未
政
表 

 
 
 
 

★
陸
蒸
気 
★
ガ
ス
灯 

一
八
七
三
年 

 

太
陽
暦
を
制
式
採
用 

 
 
 
 

★
徴
兵
令 

 

一
八
七
四
年 

 
 
 
 
 
 
 
 

★
明
六
雑
誌 

 

一
八
七
五
年 

 
 
 
 
 
 
 
 

★
あ
ん
ぱ
ん 

★
郵
便
貯
金 

 
 
 
 
 
 
 

◎
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
多
段
ギ
ア
式
計
算
機 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

◎
オ
ド
ナ
ー
の
「
ブ
ル
ン
ス
ビ
ガ
」 

一
八
七
六
年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★
廃
刀
令 

 
 

一
八
七
七
年 

 

西
南
戦
争 

一
八
七
八
年 

 

東
京
と
大
阪
に
株
式
取
引
所
開
設 

一
八
七
九
年 

甲
州
人
別
調 

 
 
 
 
 
 
 
 

★
教
育
令 

 
 
 
 
 
 
 

◎
リ
ッ
テ
ィ
の
計
算
機 

一
八
八
〇
年 
 

工
場
払
下
慨
則
（
官
営
工
場
払
下
げ
） 

一
八
八
一
年 

 

神
田
大
火 

一
八
八
二
年 

勲
五
等
雙
光
旭
日
章
を
受
章 

一
八
八
三
年 

共
立
統
計
学
校
教
授
長 

一
八
八
四
年 

 

◎
ホ
レ
リ
ス
の
計
算
機 

 
 
 
 
 
 
 

◎
Ｎ
Ｃ
Ｒ
社
が
発
足 

一
八
八
五
年 

 

太
政
官
制
を
廃
し
内
閣
制
に
移
行 

 
 
 
 
 
 

退
官
（
統
計
院
大
書
記
官
） 

一
八
八
六
年 

 

◎
バ
ロ
ー
ス
の
分
類
集
計
機 

一
八
八
七
年 

 

東
京
電
燈
が
東
京
市
内
に
配
電
開
始 

 
 
 
 
 
 
 

◎
エ
ジ
ソ
ン
が
白
熱
灯
の
特
許
取
得 

一
八
八
八
年 

 

日
本
標
準
時
定
ま
る 

一
八
八
九
年 

 

◎
ボ
レ
ー
の
乗
算
機 

一
八
九
〇
年 

東
京
学
士
院
に
入
る 

 
 
 
 
 
 
 

◎
米
国
人
口
調
査
に
ホ
レ
リ
ス
計
算
機
採
用 

一
八
九
一
年 

 

三
条
実
美
没
（
五
十
五
） 

 
 
 
 
 
 
 

大
津
事
件 

 
一
八
九
二
年 

 

鉄
道
敷
設
法 

 
 
 
 
 
 
 

◎
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
発
足 

一
八
九
三
年 

 

「
君
が
代
」
制
定 

 
 
 
 
 
 
 

◎
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
「
ミ
リ
オ
ネ
ア
」 
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一
八
九
四
年 

 

日
清
戦
争
（
〜
一
八
九
五
） 

一
八
九
五
年 

 

日
清
講
和
条
約 

 
 
 
 
 
 
 

＊
乙
未
事
件
（
李
氏
朝
鮮
） 

一
八
九
六
年 
国
勢
調
査
ニ
関
ス
ル
建
議 

一
八
九
七
年 

 
◎
テ
ー
ト
ス
の
計
算
機 

 
 
 
 
 
 
 

◎
フ
ェ
ル
ト
の
「
コ
ン
プ
ト
メ
ー
タ
ー
」 

一
八
九
八
年 

 

＊
米
西
戦
争 

一
八
九
九
年 

 

東
京
・
大
阪
間
の
電
話
開
通 

一
九
〇
〇
年 

 

東
京
電
気
鉄
道
（
都
電
）
が
発
足 

 
 
 
 
 
 
 

＊
中
：
義
和
団
の
乱 

一
九
〇
一
年 

 

官
営
八
幡
製
鉄
所
が
操
業
開
始 

 
 
 
 
 
 
 

＊
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
が
成
立 

一
九
〇
二
年 

国
勢
調
査
ニ
関
ス
ル
法
律 

 
 
 
 
 
 

勲
三
等
瑞
宝
章 

一
九
〇
三
年 

 

◎
矢
頭
亮
一
の
計
算
機 

 
 
 
 
 
 
 

＊
パ
ナ
マ
運
河
条
約 

 
 
 
 
 
 
 

法
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る 

一
九
〇
四
年 
 

日
露
戦
争
（
〜
一
九
〇
五
） 

 
 
 
 
 
 
 

＊
仏
西
協
定
（
モ
ロ
ッ
コ
分
割
） 

一
九
〇
五
年 

 

日
本
海
海
戦 

 
 
 
 
 
 
 

＊
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
奇
跡
の
年 

一
九
〇
六
年 

 

◎
川
口
式
計
算
機
が
完
成 

一
九
〇
七
年 
 

◎
パ
ワ
ー
ズ
式
計
算
装
置 

一
九
〇
八
年 
 

笠
戸
丸
が
神
戸
港
を
出
港 

 
 
 
 
 
 
 

＊
ア
メ
リ
カ
連
邦
捜
査
局
設
立 

一
九
〇
九
年 

 

伊
藤
博
文
が
哈
爾
浜
で
暗
殺
さ
れ
る 

一
九
一
〇
年 

国
勢
調
査
準
備
委
員
会
委
員 
 
 
 
 
 
 
 

◎
米
：
人
口
調
査
に
パ
ワ
ー
ズ
計
算
装
置
採
用 

一
九
一
一
年 

 

◎
Ｃ
Ｔ
Ｒ
社
、
パ
ワ
ー
ズ
・
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン 

 
 
 
 
 
 
 

グ
・
マ
シ
ー
ン
社
が
発
足 

一
九
一
二
年 

 

◎
虎
印
計
算
器 

 
 
 
 
 
 
 

＊
中
：
辛
亥
革
命
（
清
帝
国
が
滅
亡
） 

一
九
一
三
年 

 

徳
川
慶
喜
没
（
七
十
七
歳
） 

 
 
 
 
 
 
 

＊
第
二
次
バ
ル
カ
ン
戦
争
勃
発 

 
 
 
 
 
 
 

＊
中
：
中
華
民
国
が
発
足 

一
九
一
四
年 

 

第
一
次
世
界
大
戦
（
〜
一
九
一
八
） 

 
 
 
 
 
 
 

◎
モ
ン
ロ
ー
の
計
算
機 

 
 
 
 
 
 
 

◎
パ
ワ
ー
ズ
・
タ
ー
ビ
ュ
レ
ー
タ
ー 

一
九
一
五
年 

勲
二
等
瑞
宝
章 

一
九
一
六
年 

 

コ
レ
ラ
が
流
行 

一
九
一
七
年 

 

＊
露
：
帝
政
が
崩
壊 

 
 
 
 
 
 

十
二
月
四
日 

九
十
歳
で
没 

 
 
 
 
 
 
 

枯
れ
た
れ
ば 

ま
た
植
置
け
よ 

我
が
庵 

 
 
 
 
 
 

東
京
・
染
井
墓
地
に
葬
る 
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三 
  

杉
の
後
半
生
で
気
が
つ
く
の
は
、杉
が
明
治
維
新
政
府
に
出
仕
し

た
一
八
七
〇
年
か
ら
、
国
内
で
は
文
明
開
化
、
海
外
で
は
歯
車
式
計

算
機
の
第
三
期
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ま
た
明
治
維
新
政
府
の

な
か
で
、
統
計
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
た
。 

 

こ
こ
で
語
る
の
は
、な
ぜ
政
府
が
統
計
の
必
要
性
を
認
識
し
た
か

で
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
杉
が
政
府
民
部
省
に
招
か
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の
九

月
に
布
告
さ
れ
た
「
平
民
苗
字
許
可
令
」、
翌
七
一
年
四
月
制
定
（
七

二
年
二
月
施
行
）
の
「
戸
籍
法
」
に
あ
っ
た
。 

 

平
民
も
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
い
、
と
い
う
の
は
、
個
人
を
識
別

す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
公
の
文
書
、
つ
ま
り
戸
籍
に
載
せ
る

こ
と
で
、
人
民
を
政
府
の
定
め
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
端

的
に
い
え
ば
、
安
定
し
た
社
会
秩
序
の
確
立
と
、
徴
兵
・
徴
税
を
確

実
に
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
。 

 

幕
藩
体
制
下
で
も
庶
民
は
苗
字
に
類
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
た
。

屋
号
で
あ
っ
た
り
住
居
の
在
り
処
に
由
来
す
る
通
称
あ
る
い
は
先

祖
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
庶
民
は
そ
れ
を

苗
字
と
し
て
公
に
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
差
し

許
す
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

戸
籍
は
律
令
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
し
、
幕
藩
体
制
で
も
「
人
別
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
当
初
は
禁
制
と
さ
れ
た
吉
利
支
丹
を
あ

ぶ
り
出
す
目
的
だ
っ
た
が
、世
の
中
が
落
ち
着
く
と
年
貢
を
徴
収
す

る
名
簿
と
し
て
機
能
し
た
。た
だ
し
そ
れ
は
幕
府
や
諸
藩
の
代
官
所

が
作
成
・
保
管
し
て
い
て
、
し
か
も
規
則
性
が
な
か
っ
た
。 
 

明
治
維
新
政
府
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
全
国
一
律

の
制
度
に
よ
る
徴
税
や
徴
兵
を
考
え
た
か
は
本
稿
の
主
題
か
ら
や

や
外
れ
る
。 

 

筆
者
が
思
う
に
、駿
府
徳
川
家
に
仕
え
て
い
た
杉
を
東
京
府
に
召

喚
し
た
と
き
、
政
府
中
枢
が
考
え
て
い
た
の
は 

 

―
―
ま
ず
は
現
状
を
把
握
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 

 

で
は
な
か
っ
た
か
。 

 

大
政
奉
還
か
ら
三
年
、
欧
米
列
強
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、「
日
本

国
」
の
意
識
が
定
着
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
国
」
は

自
身
が
所
属
す
る
藩
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
幕
末
に
は
お
よ
そ
二
百

七
十
の
藩
が
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
徳
川
将
軍
家
の
旗
本
五
千
有
余
の
多
く
が
所
領
を
持
っ

て
い
た
。
嘉
永
七
年
の
三
月
、
米
合
衆
国
と
和
親
条
約
を
結
ぶ
に
い

た
っ
て
政
事
の
中
枢
に
い
た
人
々
は
戸
惑
い
、
よ
う
や
く
「
日
本
」

と
い
う
言
葉
に
た
ど
り
着
い
た
。 

 

や
や
余
談
だ
が
、
日
米
和
親
条
約
に
お
け
る
此
岸
の
名
乗
り
は

「
帝
國
日
本
」
だ
っ
た
。
同
年
の
日
英
和
親
条
約
で
は
「
日
本
國
」、
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安
政
五
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
で
は
「
帝
國
大
日
本
」
だ
っ
た
。 

 
欧
州
列
強
は 

 
「
皇
帝
を
推
戴
し
て
い
る
の
だ
か
ら
帝
国
で
あ
る
」 

 

と
定
義
し
て
い
た
。 

 

対
し
て
幕
府
は
徳
川
将
軍
を
「
大
君
」
と
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
列

強
は
将
軍
を
「
日
本
大
君
」「
帝
国
日
本
大
君
」
な
ど
と
呼
ん
だ
。

彼
岸
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
徳
川
将
軍
は
皇
帝
な
の
だ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
余
談
な
が
ら
、
明
治
政
府
が
正
式
に
「
大
日
本
帝
国
」
を

使
っ
た
の
は
一
八
八
九
年
二
月
十
一
日
に
発
布
さ
れ
た
「
大
日
本
帝

国
憲
法
」、
外
交
上
の
正
式
名
称
と
定
ま
っ
た
の
は
一
九
三
五
年
七

月
で
あ
る
。 

 

と
も
あ
れ
、明
治
三
年
の
時
点
で
維
新
政
府
の
中
枢
が
求
め
た
の

は
「
国
」
と
し
て
の
全
体
像
で
あ
る
。
い
っ
た
い
こ
の
「
国
」
に

は
何
人
の
人
が
住
み
暮
し
て
い
る
の
か
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
駿
河

国
人
別
調
」
の
実
績
を
持
つ
杉
が
目
に
止
ま
っ
た
の
に
違
い
な
い
。 

 

一
八
七
一
年
十
二
月
に
太
政
官
正
院
政
表
課
大
主
記
に
任
じ
ら

れ
た
杉
は
た
だ
ち
に
人
口
調
査
に
着
手
し
、
翌
年
一
月
二
十
九
日

（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
一
八
七
二
年
三
月
八
日
）、
戸
籍
法
に
基
づ
く
初

の
人
口
調
査
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
干
支
に
ち
な
ん
で
「
壬
申
戸
籍
」

と
称
さ
れ
る
。
総
戸
数
は
七
百
二
万
七
千
百
九
十
七
戸
、
総
人
口
は

三
千
三
百
十
一
万
八
百
二
十
五
人
、
う
ち
士
族
・
卒
族
は
四
十
二
万

五
千
八
百
二
十
七
戸
・
百
九
十
四
万
千
二
百
四
十
一
人
だ
っ
た
。 

 

以
後
、杉
は
毎
年
一
月
一
日
付
で
戸
籍
を
集
計
し
、皇
族
・
華
族
・

士
族
・
卒
族
・
僧
・
神
官
・
尼
・
平
民
な
ど
階
級
別
、
地
域
別
の
人

口
推
移
、職
業
別
の
人
口
構
成
比
と
そ
の
推
移
を
眺
め
て
い
く
こ
と

に
な
る
。 

 

ま
ず
政
府
中
枢
が
注
目
し
た
の
は
士
族
・
卒
族
が
百
九
十
四
万
人

と
い
う
数
字
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
の
俸
禄
を 

ど
う
す
る
か
、

そ
れ
は
新
政
府
に
と
っ
て
重
大
な
財
政
問
題
だ
っ
た
。そ
の
俸
禄
を

合
算
す
る
と
、
歳
入
の
三
七
％
に
達
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
総
人

口
の
五
・
八
六
％
が
歳
入
の
約
四
割
を
受
領
す
る
の
で
は
、
財
政
が

成
り
立
た
な
い
。 

 

そ
れ
は
同
時
に
世
襲
の
既
得
権
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
、
と
い

う
課
題
で
も
あ
っ
た
。版
籍
奉
還
で
土
地
も
人
民
も
朝
廷
に
帰
属
し

て
い
る
。
士
族
は
年
貢
を
取
る
権
利
を
有
さ
ず
、
俸
禄
を
受
け
取
る

資
格
も
な
い
。
維
新
政
府
は
士
族
の
自
立
を
促
し
つ
つ
、
俸
禄
受
給

の
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
。具
体
的
に
は
俸
禄
を
債
権
化
し
て
支
払

い
を
延
期
す
る
、
金
銭
で
支
払
う
な
ど
様
ざ
ま
な
手
だ
て
を
講
じ

た
が
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
士
族
が
反
発
し
た
。 

 
世
襲
の
否
定
、
帯
刀
の
禁
止
は
武
士
の
矜
持
が
許
さ
な
か
っ
た
。

熊
本
・
神
風
連
の
乱
、
福
岡
・
秋
月
の
乱
、
佐
賀
の
乱
、
長
門
・
萩

の
乱
、西
南
の
役
で
そ
れ
が
爆
発
し
た
。同
じ
く
九
州
を
出
自
と
し
、

大
元
の
徳
川
将
軍
家
に
仕
え
て
い
た
杉
は
個
人
と
し
て
、そ
れ
を
ど

う
受
け
取
っ
た
だ
ろ
う
か
。 
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戸
籍
統
計
に
よ
っ
て
判
明
し
た
の
は
、文
明
開
化
に
よ
っ
て
人
口

が
ど
う
流
動
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
仕
事
の
人
が

ど
こ
に
ど
れ
ほ
ど
籍
を
置
い
て
い
る
か
―
―
結
果
と
し
て
そ
れ
は

富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
の
た
め
の
基
礎
情
報
と
な
っ
た
。
た
だ
し
現

在
で
も
転
出
・
転
入
は
戸
籍
で
な
く
住
民
票
で
管
理
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、明
治
の
法
制
度
で
は
人
の
移
動
を
追
跡
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。
し
か
も
役
所
に
届
け
出
が
あ
っ
た
限
り
で
あ
っ
て
、
現

住
か
ど
う
か
は
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
。 

 

本
籍
以
外
を
住
所
と
す
る
場
合
の
「
寄
留
簿
」
が
あ
る
に
は
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
補
助
的
な
役
割
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
第
二
次

大
戦
下
で
食
糧
配
給
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
「
世
帯
台
帳
」
が
「
住

民
票
」と
な
っ
た
の
は
一
九
五
一
年
六
月
の
住
民
登
録
法
以
後
で
あ

る
。 

 

後
述
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
杉
は
一
九
〇
二
年
の
十
二
月
、

国
勢
調
査
法
の
成
立
を
受
け
て
、
逓
信
省
に
集
計
装
置
の
研
究
開
発

を
働
き
か
け
た
。
一
八
七
〇
年
を
境
に
「
西
洋
」
で
歯
車
式
計
算
機

の
開
発
が
再
び
始
ま
っ
た
こ
と
、
文
明
開
化
、
殖
産
興
業
の
流
れ
を

背
景
に
、国
内
の
人
材
と
技
術
で
集
計
装
置
を
開
発
で
き
る
と
踏
ん

だ
の
だ
。
そ
れ
は
一
九
〇
六
年
に
完
成
し
た
「
川
口
式
計
算
機
」
に

結
実
し
た
。 

 

ま
た
一
九
一
〇
年
に
国
勢
調
査
準
備
委
員
会
の
委
員
と
な
っ
た

と
き
に
は
、
国
勢
院
の
審
議
官
・
高
橋
二
郎
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

派
遣
し
て
、
合
衆
国
人
口
調
査
の
実
情
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。 

 

結
果
と
し
て
、
杉
は
本
邦
に
お
け
る
パ
ン
チ
カ
ー
ド
式
計
算
集

計
装
置
の
導
入
に
道
を
つ
け
た
。計
算
機
の
利
用
と
い
う
観
点
に
限

れ
ば
、様
ざ
ま
な
要
件
が
杉
亨
二
と
い
う
人
を
介
し
て
一
九
二
〇
年

の
第
一
回
国
勢
調
査
、パ
ン
チ
カ
ー
ド
式
計
算
集
計
機
の
利
用
に
向

け
て
動
い
て
い
た
。 
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 〜

〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

文
明
開
化 

一
八
七
五
年
、
福
澤
諭
吉
が
『
文
明
論
之
概
略
』
で
「civilization

」
の
訳

語
と
し
て
使
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。 

ナ
ポ
レ
オ
ン
３
世 

N
apoléon 3

／
１
８
０
８
〜
１
８
７
３
。
ナ
ポ
レ
オ

ン
・
ポ
ナ
パ
ル
と
の
甥
で
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
の
皇
帝
と
な
っ
た
。
一
八
七

〇
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
い
で
捕
虜
と
な
り
帝
政
は
終
焉
し
た
。 

築
地
奥
平
家 

中
津
藩
中
屋
敷
。
こ
れ
が
の
ち
に
福
沢
諭
吉
と
縁
を
結
ぶ
こ

と
に
な
る
。 

安
政
大
地
震 

嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
に
東
海
地
震
（
推
定
Ｍ
８
・
４
）、
翌

五
日
に
紀
伊
半
島
か
ら
四
国
を
襲
う
南
海
地
震
（
推
定
Ｍ
８
・
４
）
が
、
そ

の
二
日
後
に
豊
予
海
峡
地
震
（
推
定
Ｍ
７
・
４
）
が
発
生
し
た
。 

安
政
江
戸
地
震 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
二
日
午
後
十
時
ご
ろ
発
生

し
た
直
下
型
地
震
。
推
定
Ｍ
７
・
４
で
、
大
名
屋
敷
や
幕
府
施
設
、
民
家
な

ど
一
万
四
千
三
百
四
十
六
戸
が
倒
壊
、
死
者
四
千
七
百
四
十
一
人
と
記
録
さ

れ
る
。 

蕃
書
調
所 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
開
設
し
た
「
洋
学
所
」
が
安
政
江

戸
地
震
で
倒
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
転
居
に
合
わ
せ
て
改
組
し
た
。 

蒸
気
船
Ｓ
Ｓ
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ア
メ
リ
カ
号 

ハ
リ
ケ
ー
ン
の
た
め
に
少
な
く

と
も
三
万
ト
ン
の
金
塊
を
積
ん
だ
ま
ま
沈
没
し
た
。
米
合
衆
国
の
金
融
恐
慌

の
引
き
金
と
な
っ
た
。 

石
川
和
介 

い
し
か
わ
・
わ
す
け
／
１
８
０
７
〜
１
８
７
６
。
備
後
福
山
藩

に
仕
え
、
藩
主
阿
部
正
弘
が
老
中
と
な
る
と
諸
藩
と
の
交
渉
に
奔
走
し
た
。

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
横
浜
港
に
停
泊
し
て
い
た
米
国
艦
ポ
ー
ハ
タ
ン
号

に
潜
入
し
て
状
況
を
報
告
し
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
西
蝦
夷
地
と
樺

太
を
踏
査
し
、阿
部
正
弘
に
蝦
夷
地
運
営
方
策
を
建
白
し
た
。「
和
助
」と
も
。 

プ
ロ
イ
セ
ン
王
国 

ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
が
統
治
し
た
。一
七
〇
一
年
、

公
国
か
ら
王
国
と
な
り
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
に
発
展
し
た
。 

柴
田
剛
中 

し
ば
た
・
た
け
な
か
／
１
８
２
３
〜
１
８
７
７
。安
政
五
年（
一

八
五
八
）
外
国
奉
行
支
配
組
頭
と
し
て
横
浜
開
港
を
実
現
、
文
久
二
年
（
一

八
六
二
）
渡
欧
し
て
開
港
開
市
の
延
期
を
交
渉
し
た
。
慶
応
元
年
（
一
八
六

五
）
に
も
渡
欧
し
て
製
鉄
所
と
軍
制
の
調
査
に
当
た
っ
た
。 

東
京
府 

一
八
六
八
年
に
設
置
さ
れ
た
江
戸
府
が
前
身
。
同
年
七
月
「
東
京

府
」
と
改
称
し
た
。 

版
籍
奉
還 

廃
藩
置
県
（
一
八
七
一
）
の
前
に
、
す
べ
て
の
藩
が
土
地
と
人

民
を
朝
廷
に
返
還
し
た
。 

電
信 

一
八
七
〇
年
一
月
に
東
京
・
横
浜
間
で
電
信
に
よ
る
電
報
の
取
扱
い

が
始
ま
っ
た
。 

人
力
車 

一
八
七
〇
年
に
和
泉
要
助
（
１
８
２
９
〜
１
９
０
０
）
が
鈴
木
徳

次
郎
、
高
山
幸
助
の
協
力
を
得
て
発
明
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

新
貨
幣 

一
八
七
一
年
五
月
十
日
発
布
の
新
貨
条
例
に
基
づ
い
て
「
圓
」
が

発
行
さ
れ
た
。 

郵
便 

一
八
七
一
年
一
月
、「
書
状
ヲ
出
ス
人
ノ
心
得
」
及
び
「
郵
便
賃
銭
切

手
高
並
代
銭
表
」「
郵
便
規
則
表
」
な
ど
一
連
の
太
政
官
布
告
が
公
布
さ
れ
、

四
月
二
十
日
か
ら
東
京
〜
京
都
〜
大
阪
間
で
郵
便
が
始
ま
っ
た
。 

断
髪
令 

正
式
名
称
は
「
散
髪
脱
刀
令
」。「
散
髪
脱
刀
勝
手
た
る
べ
し
」
と

し
て
、
髪
型
は
自
由
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
髷
を
結
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

陸
蒸
気 

蒸
気
機
関
車
。「
陸
の
蒸
気
船
」
の
意
。
一
八
七
二
年
、
新
橋
〜
横

浜
間
が
開
通
し
た
。
築
地
と
横
浜
の
外
国
人
居
留
地
を
短
時
間
で
結
ぶ
ね
ら
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い
が
あ
っ
た
。 

ガ
ス
灯 

一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
九
月
、
神
奈
川
県
横
浜
市
に
最
初
の
ガ

ス
灯
が
造
ら
れ
た
。
東
京
・
銀
座
に
灯
っ
た
の
は
一
九
八
三
年
だ
っ
た
。 

太
陽
暦 
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
。
一
八
七
三
年
一
月
一
日
か
ら
採
用
・
実
施
さ
れ

た
。
明
治
五
年
十
二
月
二
日
が
太
陰
太
陽
暦
（
天
保
暦
）
最
後
の
日
と
な
っ

た
。
庶
民
は
年
末
年
始
の
準
備
を
す
る
こ
と
な
く
、
気
が
つ
い
た
ら
年
が
改

ま
っ
て
い
た
わ
け
だ
っ
た
。 

徴
兵
令 

一
八
七
〇
年
十
一
月
に
制
定
さ
れ
た
徴
兵
規
則
、
七
二
年
十
一
月

の
徴
兵
告
諭
を
引
き
継
ぎ
、
七
三
年
（
明
治
六
）
一
月
に
施
行
さ
れ
た
。
失

業
し
た
旧
武
士
階
級
を
救
済
す
る
目
的
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
富
国
強
兵

の
基
礎
が
固
ま
っ
た
。 

明
六
雑
誌 

明
六
社
の
機
関
誌
。
一
八
七
四
年
四
月
二
日
に
創
刊
さ
れ
た
。 

あ
ん
ぱ
ん 

一
八
七
四
年
に
、
茨
城
県
出
身
の
元
士
族
で
木
村
屋
（
の
ち
木

村
屋
總
本
店
）
の
創
業
者
・
木
村
安
兵
衛
（
１
８
１
７
〜
１
８
８
９
）
と
そ

の
次
男
の
木
村
英
三
郎
が
考
案
し
た
。 

郵
便
貯
金 

徴
兵
さ
れ
た
兵
士
が
故
郷
に
仕
送
り
す
る
仕
組
み
と
し
て
考
案

さ
れ
た
。
大
正
期
に
入
っ
て
も
農
村
部
で
は
政
府
発
行
の
通
貨
（
現
金
）
が

財
宝
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。 

廃
刀
令 

正
し
く
は
一
九
七
六
年
三
月
発
令
の
太
政
官
布
告
「
大
礼
服
並
軍

人
警
察
官
吏
等
制
服
着
用
の
外
帯
刀
禁
止
の
件
」。禁
じ
た
の
は
帯
刀
で
あ
っ

て
、
刀
剣
の
保
有
で
は
な
か
っ
た
。
外
出
の
と
き
武
士
の
象
徴
で
あ
る
刀
を

帯
び
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
は
、
旧
武
士
階
級
に
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。 

Ｎ
Ｃ
Ｒ
社 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
リ
ッ
テ
ィ
が
考
案
し
た
計
算
機
を
販
売
し
て
い

た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
社
を
ジ
ョ
ン
・
パ
タ
ー
ソ
ン

が
引
き
継
ぎ
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
レ
ジ
ス
タ
ー
」に
改
称
し
た
。 

神
田
大
火 

一
月
二
十
六
日
深
夜
、
神
田
松
枝
町
か
ら
出
火
し
日
本
橋
、
本

所
、
深
川
に
い
た
る
一
万
六
百
七
十
三
戸
が
全
焼
、
三
万
六
千
五
百
人
超
が

被
災
し
た
。 

君
が
代 

国
歌
と
し
て
定
着
し
た
の
は
一
九
三
〇
年
だ
が
、
法
的
な
裏
付
け

は
な
か
っ
た
。
一
九
九
九
年
「
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
」
で
正
式
に

定
ま
っ
た
。 

矢
頭
亮
一
の
計
算
機 

ヤ
ズ
・
パ
テ
ン
ト
・
独
自
の
発
想
で
飛
行
機
を
考
案

し
た
矢
頭
亮
一
（
良
一
と
も
）
が
飛
行
機
製
作
の
資
金
を
得
る
た
め
に
開
発

し
た
。
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
）
に
発
売
、
二
百
二
十
三
台
を
売
っ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る
。 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
奇
跡
の
年 

ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

「
光
電
効
果
」「
熱
の
分
祀
論
か
ら
要
求
さ
れ
る
静
止
液
体
の
懸
濁
粒
子
の
運

動
」「
運
動
物
体
の
電
気
力
学
」「
質
量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
等
価
性
」
に
か
か

る
四
つ
の
論
文
を
発
表
し
て
量
子
力
学
、相
対
性
理
論
の
基
礎
を
確
立
し
た
。 

Ｃ
Ｔ
Ｒ
社 

コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
タ
ビ
ュ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
レ
コ
ー
デ

ィ
ン
グ
社
。
ホ
レ
リ
ス
が
設
立
し
た
タ
ビ
ュ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
マ
シ
ン
社
を

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
リ
ン
ト
が
引
き
取
っ
て
改
称
し
た
。 

パ
ワ
ー
ズ
・
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
マ
シ
ー
ン
社 

米
国
勢
調
査
局
の
職
員

で
パ
ン
チ
カ
ー
ド
式
集
計
機
の
保
守
・
改
造
を
行
っ
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

パ
ワ
ー
ズ
が
設
立
し
た
。
ホ
レ
リ
ス
が
一
八
九
四
年
に
取
得
し
た
最
初
の
特

許
の
権
利
が
二
十
年
で
消
滅
し
た
た
め
だ
っ
た
。 

平
民
苗
字
許
可
令 

三
年
後
に
発
布
さ
れ
た
徴
兵
令
の
布
石
だ
っ
た
。
庶
民

は
薄
々
「
何
か
魂
胆
が
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
疑
っ
て
、
た
だ
ち
に
行
動
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
政
府
は
五
年
後
に
「
平
民
苗
字
必
称
義
務
令
」
を
発
出

し
て
、
国
民
皆
姓
を
強
制
し
た
。
屋
号
や
通
称
、
先
祖
の
出
身
地
、
縁
の
あ

る
著
名
人
に
あ
や
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
が
、
無
識
字
の
者
は
村
の
識

者
（
僧
、
神
官
、
庄
屋
な
ど
）
や
役
場
の
係
に
付
け
て
も
ら
っ
た
。
徳
川
幕
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藩
体
制
の
支
配
層
の
苗
字
が
三
万
、
明
治
初
期
に
創
ら
れ
た
苗
字
は
九
万
と

い
わ
れ
る
。 

一
八
七
一
年 

明
治
四
年
、
日
本
で
は
天
保
暦
が
続
い
て
お
り
、
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
明
治
五
年
に
な
っ
て
い
た
。 

士
族 

幕
藩
体
制
下
の
武
士
階
級
。 

卒
族 

足
軽
、
中
間
、
小
者
、
下
女
な
ど
武
家
の
奉
公
人
。
一
八
七
五
年
で

調
査
か
ら
外
さ
れ
た
。 

僧
・
神
官
・
尼 

一
八
七
六
年
で
調
査
か
ら
外
さ
れ
た
。 

士
族
の
俸
禄
改
革 

秩
禄
公
債
：
一
八
七
三
年
十
二
月
「
太
政
官
布
告
第
四

二
五
号
」、
金
禄
支
給
：
一
八
七
五
年
九
月
「
太
政
官
布
告
一
三
八
号
」
お
よ

び
七
六
年
八
月
「
太
政
官
布
告
一
〇
八
号
」
な
ど
だ
っ
た
。 

佐
賀
の
乱 

一
八
七
四
年
二
月
一
日
、
前
参
議
・
工
藤
新
平
を
擁
す
る
征
韓

党
と
前
秋
田
県
権
令
・
中
島
鼎
藏
を
擁
す
る
憂
国
党
が
連
合
し
て
決
起
し
た
。

佐
賀
城
攻
防
戦
、
朝
日
山
の
戦
い
な
ど
を
経
て
、
三
月
一
日
に
収
束
し
た
。

江
藤
は
鹿
児
島
の
西
郷
隆
盛
に
連
携
を
打
診
し
た
が
拒
絶
さ
れ
、
土
佐
・
甲

の
浦
で
捕
縛
の
の
ち
四
月
十
三
日
斬
首
さ
れ
た
。 

秋
月
の
乱 

一
八
七
六
年
、
福
岡
県
朝
倉
市
秋
月
で
発
生
し
た
。
敬
神
党
と

連
携
し
、
十
月
二
十
四
日
に
士
族
約
四
百
人
が
決
起
し
、
十
一
月
十
四
日
に

鎮
圧
さ
れ
た
。 

神
風
連
の
乱 

秋
月
の
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た
十
日
後
に
「
廃
刀
令
」
と
秩
禄
改

革
に
反
対
し
て
熊
本
で
起
こ
っ
た
。
蹶
起
し
た
の
は
「
敬
神
党
」
で
、
神
風

連
は
政
府
側
に
よ
る
蔑
称
。 

国
勢
調
査
法 

正
式
名
称
は
「
国
勢
調
査
ニ
関
ス
ル
法
律
」。
一
八
九
六
年
、

貴
族
院
及
び
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
「
国
勢
調
査
ニ
関
ス
ル
建
議
」
を
受
け

た
も
の
。 

歯
車
式
計
算
機
の
第
三
期 

歯
車
、
カ
ム
、
バ
ネ
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
加
減

乗
除
の
結
果
を
表
示
し
た
機
械
。
第
二
期
を
代
表
す
る
バ
ベ
ー
ジ
の
解
析
機

関
は
蒸
気
機
関
で
動
作
し
た
が
、
そ
の
後
は
機
械
が
小
型
に
な
り
、
バ
ネ
が

動
力
源
と
な
っ
た
。
巻
之
四
「
前
史
」「
歯
車
式
」
参
照
。 

 

〜
〜
〜
〜
〜 

参
考 

〜
〜
〜
〜
〜 

 

高
橋
二
郎
に
つ
い
て 
 

こ
の
人
物
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
思
い
の
ほ
か
難
航
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
情
報
検
索
で
、
杉
亨
二
の
下
で
統
計
学
を
学
び
、
統
計
社
や
統
計
協

会
、
東
京
商
法
講
習
所
、
東
京
統
計
学
校
な
ど
の
創
立
に
か
か
わ
っ
た
こ
と

は
分
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。 

 

東
京
・
新
宿
に
あ
る
総
務
省
統
計
局
統
計
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
せ
る
と
、

係
の
女
性
が
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
、「
資
料
室
を
調
べ
て
、
後
日
、
ご
連
絡

し
ま
す
」
と
い
う
。 

 

数
日
後
、
果
た
し
て
返
事
が
あ
っ
た
。「
高
橋
審
査
官
に
つ
い
て
、
履
歴
が

残
っ
て
い
な
い
の
で
す
」
と
い
う
。
第
二
次
大
戦
の
空
襲
で
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
ら
し
い
。 

 

『
日
本
情
報
処
理
年
表
』
を
作
成
し
た
日
本
経
営
史
研
究
会
に
問
い
合
わ

せ
し
て
も
、「
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。 

 
わ
ず
か
に
同
氏
の
手
に
な
る
『
各
国
参
照
国
勢
調
査
法
』
な
ど
四
つ
の
著

作
が
残
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
人
口
統
計
に
か
か
わ
る
書
籍
で
あ
る
。
た
だ

一
つ
、
総
理
府
が
一
九
七
三
年
か
ら
十
年
余
を
か
け
て
編
纂
し
た
『
総
理
府

統
計
局
百
年
史
資
料
集
成
』
の
第
一
巻
〔
総
記
〕
に
記
録
が
あ
っ
た
。「
高
橋

審
査
官
は
政
表
課
以
来
終
始
中
央
機
関
の
務
に
従
事
し
…
…
」
こ
の
こ
と
か

ら
、
審
査
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 
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